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参考資料 

商標審査基準〔改訂第１５版〕（該当部分抜粋） 

 

 

１．色彩のみからなる商標関連 

（１）第１ 第３条第１項(商標登録の要件)「一、第３条第１項全体」 

一、第３条第１項全体 

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げ

る商標を除き、商標登録を受けることができる。 

一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる

商標 

二 その商品又は役務について慣用されている商標 

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。

第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若し

くは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の

用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若

しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること

を認識することができない商標 

 

５．色彩のみからなる商標について  

(1) ２以上の色彩を組み合わせてなる場合は、商標全体として考察し、本項各号に該当

するか否かを判断する。色彩を付する位置を特定したものについても、同様とする。 

(2) 色彩を付する位置を特定したものについては、色彩のみからなる商標を構成する標

章は色彩のみであることから、その位置は考慮せず、色彩が本項各号に該当するか否

かを判断する。 

 

（２）第１ 第３条第１項(商標登録の要件)「五、第３条第１項第３号」 

五、第３条第１項第３号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提

供の場所、質その他の特徴等の表示) 

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第

二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは 

時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供

する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価

格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 
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７．商品又は役務の特徴に該当する色彩のみからなる商標について  

 商品等が通常有する色彩のみからなる商標については、原則として、本号に該当する

と判断する。 

(1) 商品が通常有する色彩  

 (ｱ) 商品の性質上、自然発生的な色彩  

 (例) 商品｢木炭｣について、｢黒色｣  

 (ｲ) 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な色彩  

 (例) 商品｢自動車用タイヤ｣について、｢黒色｣  

 (ｳ) その市場において商品の魅力の向上に通常使用される色彩  

 (例) 商品｢携帯電話機｣について、｢シルバー｣  

 (ｴ) その市場において商品に通常使用されてはいないが、使用され得る色彩  

 (例) 商品｢冷蔵庫｣について、｢黄色｣  

 (ｵ) 色模様や背景色として使用され得る色彩  

 (例) 商品｢コップ｣について、｢縦のストライプからなる黄色、緑色、赤色｣ 

 

（３）第２ 第３条第２項(使用による識別性) 

 

前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が

何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについて

は、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。 

 

６．色彩のみからなる商標について 

(1) 本項の適用が認められる例 

使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分のみが独立して

自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。 

(例) 使用商標として筆箱の全面が青色であり、その蓋に一つの小さな丸の図形が記載

された証拠資料が提出されたが、出願商標と同一の色彩である青色が需要者に強い

印象を与え、独立して自他商品の識別標識として認識される場合。 

(2) 本項の適用が認められない例 

① 使用商標と出願商標の色相(色合い)、彩度(色の鮮やかさ)や明度(色の明るさ)が全

部又は一部異なる場合。 

② 色彩を組み合わせてなる出願商標と使用商標の配色の割合が異なる場合。 

③ 出願商標と使用商標の商品における色彩の位置が異なる場合。 
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（４）第１ 第３条第１項(商標登録の要件)「八、第３条第１項第６号」 

八、第３条第１項第６号(前号までのほか、識別力のないもの) 

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること

を認識することができない商標 

 

10．色彩のみからなる商標について 

 色彩のみからなる商標は、第３条第１項第２号及び第３号に該当するもの以外は、原

則として、本号に該当すると判断する。 

 (該当する例)  

 役務の提供の用に供する物が通常有する色彩 

 

12．上記１．から 11．までに掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人か

の業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについ

ては、本号に該当しないと判断する。 

 

２．位置商標関連 

（１）第１ 第３条第１項(商標登録の要件)「一、第３条第１項全体」 

一、第３条第１項全体 

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げ

る商標を除き、商標登録を受けることができる。 

一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる

商標 

二 その商品又は役務について慣用されている商標 

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。

第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若し

くは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の

用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若

しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること

を認識することができない商標 

 

７．位置商標について  

(1) 位置商標を構成する文字や図形等の標章とその標章が付される位置とを総合して、

商標全体として考察し、本項各号に該当するか否かを判断する。 
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(2) 位置商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当しない場合には、標章

を付する位置にかかわらず、原則として、商標全体としても本項各号に該当しないと

判断する。  

(3) 位置商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当するもののみからなる

場合には、原則として、商標全体としても本項各号に該当すると判断する。 

 

（２）第１ 第３条第１項(商標登録の要件)「五、第３条第１項第３号」 

五、第３条第１項第３号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提

供の場所、質その他の特徴等の表示) 

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第

二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは 

時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供

する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価

格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 

 

４．商品の｢形状｣、役務の｢提供の用に供する物｣について 

(1) 商標が、指定商品の形状(指定商品の包装の形状を含む。)又は指定役務の提供の用

に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない場合は、その商品

の｢形状｣又はその役務の｢提供の用に供する物｣を表示するものと判断する。 

  また、商標が指定商品(指定商品の包装を含む。)又は指定役務の提供の用に供する

物そのものの形状の一部と認識される場合についても同様に取り扱う。 

  なお、商標が、商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないかを

審査するに当たっては、次のとおり判断する。 

(ｱ) 立体的形状が、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認

められる場合は、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ないも

のと判断する。 

(ｲ) 立体的形状が、通常の形状より変更され又は装飾が施される等により特徴を有し

ていたとしても、需要者において、機能又は美感上の理由による形状の変更又は装

飾等と予測し得る範囲のものであれば、その立体的形状は、商品等の機能又は美感

に資する目的のために採用されたものと認められ、特段の事情のない限り、商品等

の形状そのものの範囲を出ないものと判断する。 

 

（３）商標審査基準 第２ 第３条第２項(使用による識別性) 

 

前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が

何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについて

は、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。 
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８．位置商標について  

(1) 本項の適用が認められる例  

使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分のみが独立し

て自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。 

(2) 本項の適用が認められない例  

使用商標が、出願商標と相違する場合(標章の相違、標章の位置の相違)。 

 

（４）第１ 第３条第１項(商標登録の要件)「八、第３条第１項第６号」 

八、第３条第１項第６号(前号までのほか、識別力のないもの) 

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること

を認識することができない商標 

 

１．本項第１号から第５号までに該当しないものであっても、一般に使用され得る標章

であって、識別力がない場合には、本号に該当すると判断する。例えば、以下の２．か

ら 11．までに挙げるものについて、本号に該当すると判断する。 

 

12．上記１．から 11．までに掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人か

の業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについ

ては、本号に該当しないと判断する。 

 

※下線及び黄色マーカーは事務局による。 


